
「第３期 西原町まちづくり指針」策定に伴う

ご回答にあたってのお願い

回答締切り：令和６年 10月 20日（日）

回答目安：5～10分

西原町の最上位計画！

まちづくりアンケートにご協力ください
　日頃から町民や事業者等の皆様にはまちづくりをはじめ、行政全般にわた
り格別なご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
　町では、昭和 57（1982）年度以来「文教のまち西原」を将来像に掲げ、ひとづ
くり、まちづくりを進めてきました。また、少子高齢化の到来や地域主権改革
など自治体を取り巻く大きな時代の転換期の中でまちづくりの担い手である
町民、事業者、議会及び執行機関の役割を再認識し、町民主体のまちづくりを
推進するため、平成 24（2012）年 4月に「西原町まちづくり基本条例」が施行
されました。
　これまでに町では、当該条例に基づき策定している「まちづくり指針」によ
り事業を展開してきましたが、現行の指針（第２期）の期間満了に伴い、新たな
指針策定に取り組んでいます。
　つきましては、皆さまに、現行のまちづくりに対する満足度や、今後のまち
づくりに対するお考え・ご意見を伺い、町民や事業者等の参画のもと、意見を
十分に反映させた新たな指針にすべくアンケート調査を実施させていただき
ます。
　お忙しいところ恐縮ですが、是非ご協力いただきますようお願い申し上げ
ます。

西原町長　崎原　盛秀

① アンケート対象者
 ○西原町民　○西原町に出勤・通学されている町外在住の方
② 回答は、右記QRコードを読み込んでWEB上でご回答をお願いします。
 アンケートＵＲＬ ⇒ https://logoform.jp/f/qilSR
③ お名前の記入は不要です。（個人を特定することもありません。）
④ お答え頂いた内容は統計的に処理し、個人情報に関わる内容等を公表するこ
とはありません。

■アンケートに関するお問い合わせ
　　西原町役場　総務部　企画財政課　企画調整係
　　ＴＥＬ （０９８）９４５－４５３３
　　ＦＡＸ （０９８）９４６－６０８６
　　E-mail　seisaku@town.nishihara.okinawa.j

みんなの意見で
西原町をもっと
よくするりん♪
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